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安全保障貿易管理課

原子力供給国グループ（ＮＳＧ）では、２０１１年６月２３～２４日に開催されたＮＳＧ

総会において、核兵器又は核爆発装置に使用することが可能な機微な技術等の移転に係る輸

出規制強化の観点から、原子力資機材等の移転のためのＮＳＧガイドライン・パート１の改

訂に合意しましたのでお知らせします。

改訂されたガイドライン・パート１第６項及び第７項の概要は次の通りです。

〔概要〕

・第６項：濃縮・再処理に係る施設、設備及び技術の移転に関し、受領国が満たすべき基準

として、核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）を締結、遵守していること等を規定するもの。

・第７項：濃縮に係る施設、設備及び技術の移転に関し、技術移転の核心部分は秘匿する方

法による移転を原則とするもの。
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（仮訳：ＮＳＧガイドライン・パート１改訂第６項及び第７項）

機微な輸出に関する特別の管理

第６項

供給国は，核兵器又はその他の核爆発装置に使用することが可能な機微な施設，設備，技

術及び物質の移転に関し，特に２以上のＮＳＧ参加国政府が発出した現に有効なＮＳＧガイ

ドライン・パート２の拒否通報の対象となっている団体を自国内に有する国への移転の場合

には，抑制的な方針をとるべきである。

（ａ）この方針に関し，供給国は，受領国が少なくとも以下のすべての基準を満たさなけれ

ば，濃縮及び再処理に係る施設，設備及び技術の移転を許可すべきではない。

(i)核兵器不拡散条約の締約国であり，かつ，同条約に基づく義務を完全に遵守している

こと。

(ii)ＩＡＥＡ事務局の報告（ＩＡＥＡ理事会により検討されているもの）において保障措

置協定を遵守する義務に違反していると認定されておらず，保障措置の義務を遵守する

又は原子力計画の平和的性質に係る信頼を醸成するための追加的な措置をとることをＩ

ＡＥＡ理事会の決定により要請されておらず，かつ，ＩＡＥＡとして現在保障措置協定

を実施できない国であるとＩＡＥＡ事務局によって報告されていないこと。この基準は，

ＩＡＥＡ理事会又は国際連合安全保障理事会が，受領国の原子力計画の平和的目的及び

保障措置に係る義務の遵守に関する適切な保証が存在すると事後に決定する場合には，

適用されない。この項において，「違反」とは，拡散懸念のある深刻な違反のみをいう。

(iii)ＮＳＧガイドラインを遵守しており，かつ，安全保障理事会決議第１５４０号で特

定された効果的な輸出管理を実施していることを国際連合安全保障理事会に対して報

告していること。

(iv)非爆発使用，効果的かつ永続的な保障措置及び再移転に関する保証を含む政府間合意

が供給国との間にあること。

(v)現行の国際的ガイドラインに基づく相互に合意された防護に関する基準を適用すると

の約束を供給国に対して行っていること。

(vi)ＩＡＥＡの安全基準によることを約束し，かつ，国際的に受け入れられた安全条約を

遵守していること。

（ｂ）そのような移転を許可すべきかを検討するに当たり，供給国は，第４項（ｅ），第６

項（ａ）及び第１０項を考慮しつつ，また，各国の判断により適用可能な関連の要素に

ついて考慮しつつ，濃縮及び再処理に係る施設，設備及び技術が平和的目的のみに利用

されることを確保するため，潜在的な受領国と協議すべきである。

（ｃ）供給国は，濃縮及び再処理に係る施設，設備又は技術について効果的にＩＡＥＡ保障

措置が実施されることを支援するために格別の努力を払うものとし，このガイドライン

の第４項及び第１３項に従い，当該施設，設備又は技術の平和的性質を確保すべきであ

る。この点に関し，供給国は，受領国が，包括的保障措置協定を発効させており，かつ，
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モデル追加議定書に基づいた追加議定書を発効させている（又は，それまでの間，ＩＡ

ＥＡ理事会により承認された適切な保障措置協定（地域計量・管理取極を含む。）を，

ＩＡＥＡと協力して実施している）場合にのみ，この項に従って，移転を許可すべきで

ある。

（ｄ）このガイドラインの第１６項（ｂ）に従って，供給国は，濃縮又は再処理に係る施設，

設備又は技術の移転を開始する前に，当該移転に適用される不拡散関連の条件について

他のＮＳＧ参加国政府と協議すべきである。

（ｅ）濃縮又は再処理に係る施設，設備又は技術が移転される場合，供給国は受領国に対し，

これにより設置される施設を受領国独自の施設とすることに代えて，当該施設への供給

国の関与又は他の適切な多数国の参加を受け入れるよう奨励すべきである。また，供給

国は，多国間の地域的な燃料サイクル・センターに関連する国際的な活動（ＩＡＥＡの

活動を含む。）を促進すべきである。

濃縮に係る施設，設備及び技術の輸出に関する特別な取決め

第７項

第６項の基準を満たすすべての国は，濃縮に係る施設，設備及び技術の移転について資格

を有する。供給国は，次の特別な取決めの適用は，核兵器不拡散条約の原則，特に第４条と

整合的でなければならないことを認識する。供給国による次の特別な取決めのいかなる適用

も，第６項の基準を満たす国の権利を失わせることはない。

（ａ）濃縮に係る施設，設備又は技術の移転について，供給国は，移転される施設，及び移

転される設備を組み込む又は移転される技術に基づく施設が２０％を超える濃縮ウランの

生産のために改良又は運転されないという法的拘束力のある約束を行うことを受領国に求

めるべきである。供給国は，実行可能な範囲内で，２０％を超える濃縮ウランの生産の可能

性が排除されるように濃縮に係る施設又は設備を設計し，及び建設するよう努めるべきであ

る。

（ｂ）２００８年１２月３１日の時点で相当の規模で濃縮ウランを生産したことが実証され

ている特定の濃縮技術に基づく濃縮に係る施設又は設備の移転について，供給国は，

・実行可能な限り，当該施設又は設備の製造を可能にする設計及び製造技術の移転を避ける

べきであり，かつ，

・受領国に対し，施設の複製を許可しない又は可能にしないとの条件の下で，濃縮に係る機

微な設備及び可能にする技術又は運転可能な濃縮施設を受け入れることについて，適当な合

意を求めるべきである。

規制を行うため又は施設の安全な設置及び運転を確保するために必要な情報は，可能にする

技術を漏らすことなく，必要な範囲内で共有されるべきである。

（ｃ）２００８年１２月３１日の時点で相当の規模で濃縮ウランを生産したことが明らかに

なっていない特定の濃縮技術に基づく協同濃縮事業については，参加者は，個別に又は共同

で，これを進めることができる。そのような事業から生じるいかなる施設及び設備の移転も，



原型の設置の前までに第７項（ｂ）の対象となる。このガイドラインの第７項（ｃ）の適用

上，原型とは，大規模なウラン同位体分離のプロセスの技術的能力又は実現可能性を確認す

るための技術情報を得ることを目的として運転されるシステム又は施設をいう。

供給国は，濃縮技術に関する協力を促進するため，新たな濃縮技術の移転の規制に関する代

替の取決めを提案することができる。このような取決めは，第７項（ｂ）における取決めと

同等のものであるべきであり，これらの取決めについてＮＳＧは協議を受けるべきである。

参加国政府は，濃縮技術及び商慣行の変化に対応することを目的として，２０１３年に及び

その後は５年ごとに，濃縮に係る施設，設備及び技術の輸出に関する取決めを見直す。

（ｄ）供給国は，既存の及び新たな協同濃縮事業に関連して第７項で想定されている取決め

を実施するに当たり，協力者が確立した意思決定プロセスに基づいて合意する場合には，当

該事業の協力者は，可能にする技術を保有し並びに相互に共有し及び移転することができる

ものと認識する。供給国は，ウラン濃縮は，濃縮施設の設備の生産及び移転のためのサプラ

イ･チェーンを含むことができ，かつ，当該移転はこのガイドラインの関連の規定に従うこ

とを条件として実施できるものと認識する。

（ｅ）供給国は，このガイドラインの第１３項及び第１４項に従い，供給される濃縮施設に

おけるＩＡＥＡ保障措置の効果的な実施を確保するために格別の努力を払うべきである。濃

縮施設が移転される場合，供給国及び受領国は，移転される施設の設計及び建設がＩＡＥＡ

保障措置を容易にするような方法で実施されることを確保するために協力すべきである。供

給国及び受領国は，そのような設計及び建設の特性について，施設の設計段階の可能な限り

早い時期において，かつ，いかなる場合にも濃縮施設の建設が開始される前にＩＡＥＡと協

議すべきである。また，供給国及び受領国は，このガイドラインの第１２項及び第１４項に

従い，核物質及び施設の効果的な防護措置を策定するに当たって，受領国を支援するため協

力すべきである。

（ｆ）供給国は，受領国において，施設及び技術が同国の国内法に適合しない形で利用又は

移転されることを防止するため，供給国と同等又はそれ以上のセキュリティの確保に係る措

置がとられているとの確信を得るべきである。

定義の部：

このガイドラインの第７項の実施上，「協同濃縮事業」とは，複数の国又は複数の企業（当

該複数の企業のうち少なくとも２が異なる国において設立されている場合に限る。）による

共同開発又は共同生産の取組をいい，国若しくは企業の共同事業又は多国籍事業の形態をと

ることができる。

（注）ＮＳＧガイドライン・パート１改訂版（第１０版）は以下のＩＡＥＡのサイトに掲載

されている。

（http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2011/infcirc254r10p1.pdf）

(了)



ＦＡＱ

Ｑ１：本改訂はいつから適用されるか。

Ａ１：本改訂については、ＮＳＧ総会（２０１１年６月２３－２４日）で合意された時

点から適用されます。なお、外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」）関係法

令の改正の予定はありません。

Ｑ２：「濃縮」及び「再処理」の対象となる品目は何か。

Ａ２：今回改訂されたガイドラインは原子力資機材等の移転のためのＮＳＧガイドライ

ン・パート１であることから、外為法の規制対象となる施設及び設備として、濃

縮については輸出貿易管理令（以下「輸出令」）別表第１の第２項（７）及び（８）

のうち輸出貿易管理令別表第１及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技

術を定める省令（以下「貨物等省令」）第１条第８号イに係る周波数変換器、再

処理については輸出令別表第１の第２項（５）に掲げるものが当たります。また

濃縮及び再処理に係る技術とは、外国為替令別表の第２項（貨物等省令第１５条

第１項第１号）に掲げるものが当たります。
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